
広
島
県
県
営
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
五
十
九
号 

広
島
県
県
営
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

広
島
県
県
営
住
宅
管
理
規
則
（
平
成
十
年
広
島
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
第
八
号
中
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
を
「
配

偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
「
規
定
す
る
被
害
者
」
の
下

に
「
（
同
法
第
二
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
関
係
に
あ
る
相
手
か
ら
の
暴
力
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
」
を

加
え
、
同
号
イ
中
「
規
定
」
の
下
に
「
（
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
規
定
」
の
下
に
「
（
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
二
十
八
条
の
二
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   


